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令和 ７ 年１ 月 1 5 日答 申  

事件 番 号   令和 ６年 （ 審） 第 ７号  

審査 請 求人  〇〇 〇〇  

処分 庁    大田 区長  鈴木  晶雅  

 

答申書  

 

第 １  答 申 の 趣 旨  

審 査 庁 は 、 大 田 区 区 民 部 課 税 課 （ 以 下 「 処 分 庁 」 と い う 。）

に よ る 令 和 ６ 年 ６ 月 1 0 日 付 け 令 和 ６ 年 度 特 別 区 民 税 ・ 都民

税 ・ 森 林 環 境 税 の 税 額 決 定 （ 以 下 「 本 件 処 分 」 と い う 。） に

対 し 、 審 査 請 求 人 が 行 っ た 審 査 請 求 （ 以 下 「 本 件 審 査 請 求 」

とい う。） を棄 却 すべ き であ る 。  

 

第 ２  事 案 の 概 要  

１  本 件 の 概 要  

本 件 は 、 処 分 庁 が 令 和 ６ 年 度 特 別 区 民 税 ・ 都 民 税 ・ 森 林

環 境 税 の 税 額 決 定 に お い て 、 年 税 額 と し て 5 , 0 0 0 円 を 課

し た こ と に 対 し て 、 審 査 請 求 人 が 、 本 件 処 分 は 違 法 ・ 不当

であ る とし て その 取消 し を求 め る事 案で あ る。  

  ２  関 係 法 令 等  

   本 件 に 関 す る 法 令 等 の 定 め は 、 別 紙 本 件 に 関 す る 法 令

等 の 定 め に 記載 し たと お りで あ る。  

 ３  前 提 事 実  

⑴  令 和 ６ 年 ３ 月 1 5 日 、 審 査 請 求 人 は 、 令 和 ５ 年 分 確 定

申 告 （ 電 子 申 告 ） に お い て 、 合 計 所 得 金 額 は 9 6 1 , 7 3 3
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円 で あ り 、 同 一 生 計 配 偶 者 及 び 扶 養 親 族 は 存 在 し な い と

申告 し た。  

⑵  令 和 ６ 年 ６ 月 1 0 日 、 処 分 庁 は 、 審 査 請 求 人 に 対 し 、

本件 処 分を 行 った 。  

⑶  令 和 ６ 年 ６ 月 1 3 日 、 審 査 請 求 人 は 、 令 和 ６ 年 度 特 別

区 民 税 ・ 都 民 税 ・ 森 林 環 境 税 税 額 決 定 通 知 書 （ 以 下 「 決

定 通 知 書 」 と い う 。） を 持 参 し て 、 処 分 庁 に 来 庁 し 、 配

当割 額 4 8 , 0 8 1 円と 還 付額 2 4 , 6 1 0 円 の差 額 2 3 , 4 7 1 円

の 内 訳 に つ い て の 説 明 を 求 め た 。 処 分 庁 は 、 審 査 請 求 人

に 対 し 、 決 定 通 知 書 を 用 い て 、 配 当 割 額 と 還 付 額 の 差 額

であ る 2 3 , 4 7 1 円の 内 訳は 、 配当 割等 控 除額 の 特別 区民

税 分 1 1 , 8 5 2 円、 都民 税 分 6 , 6 1 9 円、 充 当等 額 の均 等割

額 5 , 0 0 0 円 であ るこ と を説 明 した 。  

⑷  審 査 請 求 人 は 、 令 和 ６ 年 ６ 月 1 3 日 、 本 件 処 分 が 違

法 ・ 不 当 で あ る と し て 、 本 件 処 分 の 取 消 し を 求 め る 審 査

請求 を 行っ た 。  

⑸   弁 明 書 と 反 論 書 の 提 出  

   ア  弁 明 書 の 提 出  

処 分 庁 は 、 令 和 ６ 年 ７ 月 1 0 日 付 け で 、 大 田 区 審 理

員に 対 し、 弁 明書 を提 出 した 。  

   イ  反 論 書 の 提 出  

審 査 請 求 人 は 、 令 和 ６ 年 ８ 月 ６ 日 付 け で 、 大 田 区 審

理員 に 対し 、 反論 書を 提 出し た 。  

⑹  口 頭 意 見 陳 述  

大 田 区 審 理 員 は 、 令 和 ６ 年 ９ 月 1 1 日 、 処 分 庁 を 出 席

させ た 上で 、 審査 請求 人 から 口 頭意 見陳 述 を受 け た。  
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⑺  審 理 員 意 見 書  

    大 田 区審 理員 は 、令 和 ６ 年 1 0 月 ８ 日付 け で、 審 査庁

に 対 し 、 本 件 処 分 に 違 法 性 は な く 、 こ れ が 不 当 で あ る

と も い え な い と し て 、 本 件 審 査 請 求 を 棄 却 す べ き で あ

ると の 審理 員 意見 書を 提 出し た 。  

⑻  諮 問  

    審 査 庁は 、令 和 ６ 年 1 0 月 2 2 日 付け で 、 大田 区 行政

不 服 審 査 会 （ 以 下 「 当 審 査 会 」 と い う 。） に 対 し 、 本 件

審査 請 求に つ き諮 問を 行 った 。  

 

第 ３  本 件 の 争 点  

  本 件 の 争 点 は 、 本 件 処 分 が 、 年 税 額 の 誤 り 又 は 課 税 非 課

税の 判 断に 誤 りが ある も のと し て、 違法 か どう か であ る。  

  な お 、 処 分 庁 に よ る 審 査 請 求 人 に 対 す る 説 明 に つ い て は 、

末尾 第 ７付 言 にお いて 言 及す る 。  

 

第 ４  争 点 に 関 す る 審 理 関 係 人 の 主 張 及 び 審 理 員 の 意 見 の 要

旨  

１  審 査 請 求 人 の 主 張 の 要 旨  

 自身 の 所得 は 、 非課 税 であ る 。  

また 、 配当 割 額 が 4 8 , 0 8 1 円 、 還付 額 が 2 4 , 6 1 0 円 で あ

る こ と か ら す る と 、 2 3 , 4 7 1 円 の 税 金 を 支 払 っ た こ と にな

る が 、 こ れ は 、 年 税 額 5 , 0 0 0 円 と さ れ て い る こ と と 整 合

しな い 。  

 

 ２  処 分 庁 の 主 張 の 要 旨  
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審 査 請 求 人 の 令 和 ５ 年 分 確 定 申 告 に よ る と 、 審 査 請 求  

人 に は 同 一 生 計 配 偶 者 及 び 扶 養 親 族 が 存 在 し な い た め 、 審

査請 求 人の 令 和５ 年中 の 合計 所 得金 額が 4 5 万 円以 下で あ

る 場 合 に は 、 審 査 請 求 人 に 対 し て 特 別 区 民 税 及 び 都 民 税 を

課す る こと が でき ない 。  

審 査 請 求 人 の 令 和 ５ 年 中 の 合 計 所 得 金 額 は 、 4 5 万 円 超

の 9 6 1 , 7 3 3 円 であ り 、課 税 され ない 金 額に は 該当 しな い 。  

配当 割額 4 8 , 0 8 1 円に 対 する 還 付 額 2 4 , 6 1 0 円の 差 額で

ある 2 3 , 4 7 1 円 につ い て、 明 確に 説明 し た。  

した が って 、 本件 処分 は 、適 法 かつ 正当 で ある 。  

 

３  審 理 員 の 意 見 の 要 旨  

本 件 処 分 は 、 審 査 請 求 人 が 令 和 ５ 年 分 確 定 申 告 に て 申 告

し た 合 計 所 得 金 額 等 に 基 づ き 、 関 係 法 令 等 に 従 い 、 適 正 に

算 定 し た 額 を 課 税 す る も の と い え 、 違 法 な 点 は 認 め ら れ な

い。  

ま た 、 処 分 庁 は 、 疑 問 を 呈 し て 問 合 せ を し て き た 審 査

請 求 人 に 対 し 、 配 当 割 額 と 還 付 額 の 差 額 の 内 訳 に つ い て 説

明 を し て い る 。 し た が っ て 、 本 件 処 分 が 不 当 で あ る と も い

えな い 。  

 

第 ５  調 査 審 議 の 経 過  

 当審 査 会は 、 令 和６ 月 1 0 月 2 2 日付 け で審 査 庁で ある 大 田

区 長 か ら 行 政 不 服 審 査 法 4 3 条 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 諮 問 を受

け、 同 年 1 1 月 2 2 日 及 び令 和 ７ 年 1 月 1 5 日 に 開 催さ れ た審

査会 に おい て 、調 査審 議 した 。  
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第 ６  答 申 の 理 由  

当 審 査 会 は 、 本 件 処 分 は 適 法 で あ り 、 か つ 、 不 当 で あ る と

は い え な い こ と か ら 、 本 件 審 査 請 求 は 棄 却 す べ き で あ る と 思

料す る 。  

その 理 由の 詳 細は 、以 下 のと お りで ある 。  

 １  本 件 処 分 の 適 法 性  

⑴  審 査 請 求 人 に 課 さ れ る 年 税 額 等 に つ い て  

上 記 第 ２ の ２ の 本 件 処 分 に 係 る 根 拠 法 令 等 に 基 づ き 、

審 査 請 求 人 に 課 さ れ る べ き 年 税 額 及 び 控 除 不 足 額 を 計 算

する と 以下 の とお りと な る。  

ア  課 税 総 所 得 金 額  4 7 9 , 0 0 0 円  

イ  所 得 割 額  

（ ア ） 特 別 区 民 税  2 8 , 7 4 0 円  

   4 7 9 , 0 0 0 円（ 課 税総 所 得金 額） × ６％ ＝ 2 8 , 7 4 0 円  

（ イ ） 都 民 税  1 9 , 1 6 0 円  

4 7 9 , 0 0 0 円（ 課 税総 所 得金 額 ） × ４％ ＝ 1 9 , 1 6 0 円  

ウ  調 整 控 除  

（ ア ） 特 別 区 民 税  1 , 5 0 0 円  

    5 0 , 0 0 0 円× ３ ％＝ 1 , 5 0 0 円  

（ イ ） 都 民 税  1 , 0 0 0 円  

5 0 , 0 0 0 円 × ２％ ＝ 1 , 0 0 0 円  

エ  配 当 控 除  

（ ア ） 特 別 区 民 税  1 5 , 3 8 8 円  

9 6 1 , 7 3 3 円 （ 配 当 所 得 ） × 1 . 6 ％ ＝ 1 5 , 3 8 8 円

（１ 円 未満 切 上げ ）  
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（ イ ） 都 民 税  1 1 , 5 4 1 円  

9 6 1 , 7 3 3 円 （配 当所 得 ） × 1 . 2 ％ ＝ 1 1 , 5 4 1 円 （１

円未 満 切上 げ ）  

オ  配 当 割 額 控 除  

（ ア ） 特 別 区 民 税  2 8 , 8 4 8 円  

   4 8 , 0 8 1 円 （ 配 当 割 額 ） × ５ 分 の ３ ＝ 2 8 , 8 4 8 円

（１ 円 未満 切 捨て ）  

（ イ ） 都 民 税  1 9 , 2 3 3 円  

   4 8 , 0 8 1 円 （ 配 当 割 額 ） × ５ 分 の ２ ＝ 1 9 , 2 3 3 円

（１ 円 未満 切 上げ ）  

カ  各 種 控 除 後 の 所 得 割 額  

（ ア ） 特 別 区 民 税  ０ 円  

    2 8 , 7 4 0 円（ 所 得割 ） － 1 , 5 0 0 円（ 調 整控 除） －

1 5 , 3 8 8 円（ 配 当 控除 ） － 1 1 , 8 5 2 円（ 配 当割 額 控除 ）

＝０ 円  

な お 、 所 得 割 か ら 調 整 控 除 と 配 当 控 除 を 差 し 引 い た

額 よ り も 配 当 割 額 控 除 の 方 が 多 い た め 、 1 1 , 8 5 2 円 を

配当 割 額控 除 とし て控 除 し、 残 額 1 6 , 9 9 6 円 が 控除 不

足額 と なる 。  

（ イ ） 都 民 税  ０ 円  

     1 9 , 1 6 0 円 （ 所 得 割 ） － 1 , 0 0 0 円 （ 調 整 控 除 ） －

1 1 , 5 4 1 円 （ 配当 控除 ） － 6 , 6 1 9 円（ 配 当割 額 控除 ）

＝０ 円  

な お 、 所 得 割 か ら 調 整 控 除 と 配 当 控 除 を 差 し 引 い た

額よ り も配 当 割額 控除 の 方が 多 いた め、 6 , 6 1 9 円 を 配

当割 額 控除 と して 控除 し 、残 額 1 2 , 6 1 4 円が 控 除不 足
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額と な る。  

キ  控 除 不 足 額  

（ ア ） 特 別 区 民 税  1 6 , 9 9 6 円  

（ イ ） 都 民 税  1 2 , 6 1 4 円  

ク  均 等 割 額  

（ ア ） 特 別 区 民 税 均 等 割  3 , 0 0 0 円  

（ イ ） 都 民 税 均 等 割  1 , 0 0 0 円  

ケ  森 林 環 境 税  1 , 0 0 0 円  

コ  年 税 額  

（ ア ） 特 別 区 民 税  3 , 0 0 0 円  

   ０ 円（ 各 種 控除 後 の 所得 割 額 ）＋ 3 , 0 0 0 円 （ 均等

割額 ） ＝ 3 , 0 0 0 円  

（ イ ） 都 民 税  1 , 0 0 0 円  

   ０ 円（ 各 種 控除 後 の 所得 割 額 ）＋ 1 , 0 0 0 円 （ 均等

割額 ） ＝ 1 , 0 0 0 円  

（ ウ ） 森 林 環 境 税  1 , 0 0 0 円  

（ エ ） 年 税 額  

3 , 0 0 0 円 （ 特 別 区 民 税 ） ＋ 1 , 0 0 0 円 （ 都 民 税 ） ＋

1 , 0 0 0 円（ 森 林 環境 税 ）＝ 5 , 0 0 0 円  

⑵  本 件 処 分 の 適 法 性  

ア  審 査 請 求 人 は 、 自 身 の 所 得 は 、 非 課 税 で あ る と 主 張

する 。  

また 、 配当 割 額 が 4 8 , 0 8 1 円 、 還付 額 が 2 4 , 6 1 0 円

であ る こと か らす ると 、 2 3 , 4 7 1 円 の税 金 を支 払 った こ

とに な るが 、 これ は、 年 税額 が 5 , 0 0 0 円 と され て いる

こと と 整合 し ない と主 張 する 。  
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 イ  し か し 、 審 査 請 求 人 の 令 和 ５ 年 分 確 定 申 告 に よ れ ば 、

審査 請 求 人に は 、 同一 生 計 配偶 者 及 び扶 養 親 族が 存 在し

ない こ と から 、 所 得割 及 び 均等 割 が 課さ れ な いの は 、令

和５ 年 の合 計 所得 金額 が 4 5 万 円以 下の 場 合で あ ると こ

ろ、 審 査 請求 人 の 令和 ５ 年 の合 計 所 得金 額 は 、審 査 請求

人自 身 の確 定 申告 のと おり 9 6 1 , 7 3 3 円 であ り 、 4 5 万円

を上 回 る ため 、 所 得割 及 び 均等 割 が 課さ れ な い要 件 を満

たし て い ない 。 こ のた め 、 審査 請 求 人に は 、 所得 割 及び

均等 割 が 課さ れ る とこ ろ 、 所得 割 に つい て は 、上 記 のと

お り 、 特 別 区 民 税 と し て 2 8 , 7 4 0 円 、 都 民 税 と し て

1 9 , 1 6 0 円 の合 計 4 7 , 9 0 0 円 と 算出 さ れ、 調 整控 除及 び

配当 控 除の 合計 2 9 , 4 2 9 円を 控 除 した 1 8 , 4 7 1 円 を 納付

すべ き こと と なっ た。  

  そ し て 、 審 査 請 求 人 は 、 令 和 ５ 年 度 中 に 受 領 し た 上 場

企 業 配 当 金 （ 配 当 所 得 ） か ら 、 地 方 税 （ 都 民 税 及 び 特 別

区民 税 ）と し て 4 8 , 0 8 1 円 を 特別 徴収 さ れ、 令 和５ 年分

の 確 定 申 告 書 に 上 記 の 配 当 所 得 を 記 載 す る こ と を 選 択 し

た 。 こ の 場 合 、 同 配 当 所 得 を 含 め て 都 民 税 及 び 特 別 区 民

税 の 普 通 徴 収 税 額 が 計 算 さ れ る た め 、 特 別 徴 収 済 み の 地

方 税 と の 二 重 課 税 を 避 け る 必 要 が 生 じ る 。 そ の た め 、 上

記 の 特 別 徴 収 さ れ た 額 は 、 申 告 後 に 賦 課 さ れ る べ き 都 民

税 及 び 特 別 区 民 税 （ 所 得 割 額 ） か ら 調 整 控 除 及 び 配 当 控

除の 合 計 2 9 , 4 2 9 円 を 控除 し た後 の 1 8 , 4 7 1 円 か ら、 配

当 割額 控 除 （ 特 別 区 民 税 1 1 , 8 5 2 円 及び 都 民 税 6 , 6 1 9

円の 合 計 1 8 , 4 7 1 円） が なさ れ 、 ０円 と なっ た 上さ らに 、

特 別 徴 収 さ れ た 額 の う ち 、 配 当 割 額 で 控 除 し 切 れ な か っ
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た 額 は 、 還 付 す べ き こ と と な っ た 。 た だ し 、 特 別 区 民 税

及 び 都 民 税 に か か る 均 等 割 額 及 び 森 林 環 境 税 （ 合 計

5 , 0 0 0 円） は 、 還付 す べき 金 額（ 2 9 , 6 1 0 円 ） をも って

充当 さ れる た め、 最終 的 な還 付 額 は 2 4 , 6 1 0 円 と なっ た

（ つ ま り 、 特 別 徴 収 さ れ た 上 場 企 業 配 当 金 （ 配 当 所 得 ）

に か か る 地 方 税 （ 都 民 税 及 び 特 別 区 民 税 ） 4 8 , 0 8 1 円の

充 当 等 に よ り 、 審 査 請 求 人 が 普 通 徴 収 で 納 付 す べ き 金 額

の 計 算 上 ､ 別 途 の 納 付 を 要 し な い こ と と な っ た 金 額 は ､

所得 割 1 8 , 4 7 1 円 分と 均 等割 額 及び 森林 環 境税 額 5 , 0 0 0

円の 合 計 2 3 , 4 7 1 円で あ り、 審 査 請求 人 が「 税 金を 支払

っ た こ と に な る 」 と 問 題 視 す る 金 額 の 全 額 で あ る か ら 、

審 査 請 求 人 の 負 担 の 根 拠 は 、 審 査 請 求 人 の 問 題 視 す る 金

額全 額 につ い て存 在し て いる 。）。  

以 上 の と お り 、 本 件 処 分 は 、 審 査 請 求 人 が 令 和 ５ 年 分

確 定 申 告 に て 申 告 し た 合 計 所 得 金 額 等 に 基 づ き 、 上 記 第

２ の ２ の 関 係 法 令 等 に 従 い 、 適 正 に 算 定 し た 額 を 課 税 す

る も の と い え 、 年 税 額 の 誤 り 又 は 課 税 非 課 税 の 判 断 に 誤

りは な い。  

２  結 論  

よ っ て 、 本 件 処 分 に 違 法 な 点 は 認 め ら れ ず 、 不 当 と な る

余 地 も な い の で 、 審 査 庁 は 本 件 審 査 請 求 を 棄 却 す べ き で あ

る。  

 

 第 ７  付 言  

 本 件 審 査 請 求 に 対 す る 当 審 査 会 の 意 見 は 、「 第 １  答 申 の

趣 旨 」 記載 の と お り で あ る。 も っ と も 、 本 件の 経 緯 に 照 ら し、
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当審 査 会は 、 次の とお り 若干 の 付言 を行 う こと と する 。  

審 査 請 求 人 は 、 処 分 庁 に よ る 説 明 態 度 に 不 満 を 持 ち 、 ま た 、

処 分 庁 の 説明 に よ っ て も 本 件処 分 並 び に 納 税 通知 書 及 び 還付

充 当 等 通 知書 の 充 分 な 理 解 には 至 ら な か っ た よう で あ り 、こ

れ ら の 点が 本 件 審 査 請 求 の動 機 に 含 ま れ る もの と 推 測 さ れ る。  

ま ず 、 処 分 庁 の 説 明 に つ い て 言 え ば 、 処 分 庁 は 、 令 和 ６ 年

６月 1 3 日 、 疑問 を呈 し て問 合 せを して き た審 査 請求 人に 対

し 、 審 査 請求 書 「 審 査 請 求 の理 由 」 欄 に も 記 載さ れ 審 査 請求

人の 主 要な 関 心 の 対象 と なっ て いた はず の 配当 割額 4 8 , 0 8 1

円、 還 付額 2 4 , 6 1 0 円 及び 年 税額 5 , 0 0 0 円 につ い て、 配 当

割 額 4 8 , 0 8 1 円 と還 付 額 2 4 , 6 1 0 円の 差 額 2 3 , 4 7 1 円 の 内

訳 は 配 当 割 額 控 除 の 特 別 区 民 税 分 1 1 , 8 5 2 円 、 都 民 税 分

6 , 6 1 9 円 、充 当 等額 の 均等 割 額 5 , 0 0 0 円 で ある こ と等 の 説

明 を 行 って い る こ と が 認 めら れ 、 こ の 説 明 内容 に 誤 り は な い。

そ し て 、 仮に 処 分 庁 の 説 明 態度 が 審 査 請 求 人 にと っ て 不 満を

感 じ さ せ るも の で あ っ た と して も 、 そ の こ と が本 件 処 分 自体

の適 法 性に 影 響す るこ と はな い 。  

次 に 、 納 税 通 知 書 及 び 還 付 充 当 等 通 知 書 に つ い て 言 え ば 、

配当 割 額控 除 （特 別区 民 税分 と 都民 税分 の 合 計 1 8 , 4 7 1 円 ）

は 、 特 別 徴収 に よ り 課 税 と 徴収 が 終 了 し て お り普 通 徴 収 にか

か る 納 税 通知 書 に は 課 税 額 とし て は 記 載 さ れ ず（ 重 複 し て普

通 徴 収 しな い よ う 控 除 額 とし て 記 載 さ れ る のみ で あ る 。）、 特

別 区 民 税 分 及 び 都 民 税 分 に か か る 均 等 割 額 及 び 森 林 環 境 税

（ 合 計 5 , 0 0 0 円 ） は、 還 付 額 によ り 充当 さ れ る もの の 納税

通 知 書 に よる 普 通 徴 収 に よ り課 税 さ れ る も の であ る た め 同通

知書 に 記載 さ れて いる 。  
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ま た 、 還 付 充 当 等 通 知 書 の 充 当 等 合 計 額 欄 に 記 載 さ れ る の

は 賦 課 決 定後 、 納 税 通 知 書 を発 し た 後 の 金 額 にか か る 充 当関

係 で あ り 、納 税 通 知 書 を 発 する 前 の 充 当 関 係 では な い 。 前記

の と お り 、審 査 請 求 人 の 特 別区 民 税 分 及 び 都 民税 分 に か かる

均 等割 額 及 び 森林 環 境税 （ 合 計 5 , 0 0 0 円 ） は 、還 付 合計 額

2 4 , 6 1 0 円 を 算定 する 段 階で 考 慮さ れる も ので あ って 、充 当

等合 計 額欄 に 記載 され る もの で はな い。  

両 通 知 書 の 項 目 及 び 内 容 に 誤 り は な く 、 仮 に 審 査 請 求 人 が

通 知 書 の 内容 を 完 全 に 理 解 する に 至 ら な か っ たと し て も 、そ

のこ と は本 件 処分 自体 の 適法 性 に影 響し な い。  

も と よ り 、 処 分 庁 に お い て 、 課 税 内 容 が 納 税 者 の 理 解 と 納

得 を 得 ら れる よ う に 通 知 書 の項 目 及 び 内 容 に 工夫 を 重 ね るべ

き こ と 、 また 、 疑 問 を 抱 く 納税 者 に 対 し 可 能 な限 り 分 か りや

す く 丁 寧 な説 明 を 心 が け る べき こ と は 言 う ま でも な い が 、こ

れ ら に 対 する 審 査 請 求 人 の 不満 が 本 件 処 分 の 適法 性 に 影 響す

るも の では な い。  

以 上  

 

大田 区 行政 不 服審 査会  

会長  廣  瀬  正  司  

   委員  久保 田  陽  子  

   委員  金  矢    拓  
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（ 別 紙 ）  

本 件 に 関 す る 法 令 等 の 定 め  

    

１  規 定の 準 用及 び読 替 え  

地方 税 法（ 昭 和 2 5 年法 律 第 2 2 6 号） 第 １条 第 ２項 は、 同

法 中 道 府 県 に 関 す る 規 定 は 都 に 、 市 町 村 に 関 す る 規 定 は 特

別 区 に 準 用 し 、 こ の 場 合 に お い て は 、「 道 府 県 」、「 道 府 県

税 」、「 道 府 県 民 税 」 と あ る の は 、 そ れ ぞ れ 「 都 」、「 都 税 」、

「 都 民 税 」 と 、「 市 町 村 」、「 市 町 村 税 」、「 市 町 村 民 税 」 と あ

る の は 、 そ れ ぞ れ 「 特 別 区 」、「 特 別 区 税 」、「 特 別 区 民 税 」

と読 み 替え る 旨を 定め て いる 。  

２  課 税標 準  

地方 税 法第 3 2 条第 １ 項は 、 個人 の道 府 県民 税 につ いて 、

所 得 割 の 課 税 標 準 は 、 前 年 の 所 得 に つ い て 算 定 し た 総 所 得

金 額 、 退 職 所 得 金 額 及 び 山 林 所 得 金 額 と す る 旨 を 定 め て お

り 、 同 条 第 ２ 項 は 、 こ れ ら の 所 得 金 額 は 、 地 方 税 法 又 は 同

法 に 基 づ く 政 令 で 特 別 の 定 め を す る 場 合 を 除 く ほ か 、 そ れ

ぞれ 所 得税 法 （昭 和 4 0 年法 律第 3 3 号 ）そ の 他の 所 得税 に

関す る 法令 の 規定 によ る 所得 税 法 第 2 2 条 第２ 項 又 は第 ３ 項

の 例 に よ っ て 算 定 す る 旨 を 定 め て い る 。 ま た 、 地 方 税 法 第

3 1 3 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 は 、 市 町 村 民 税 に つ い て 、 同 様 の

定め を 置い て いる 。  

東京 都 都税 条 例（ 昭和 2 5 年 条 例 第 5 6 号 。以 下 「都 条例 」

と い う 。） 第 2 4 条 の ３ は 、 個 人 の 都 民 税 に つ い て 、 ま た 、

大田 区 特別 区 税条 例（ 昭和 3 9 年条 例第 5 2 号 。 以下 「区 条
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例 」 と い う 。） 第 1 5 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 は 、 特 別 区 民 税 に

つい て 、同 様 の定 めを 置 いて い る。  

３  所 得割 の 税率  

地方 税 法第 3 5 条第 １ 項は 、 個人 の道 府 県民 税 の所 得割 の

額 に つ い て 、 課 税 総 所 得 金 額 、 課 税 退 職 所 得 金 額 及 び 課 税

山 林 所 得 金 額 の 合 計 額 に 、 1 0 0 分 の ４ の 標 準 税 率 に よ っ て

定 め る 率 を 乗 じ て 得 た 金 額 と す る 旨 を 定 め 、 同 条 第 ２ 項 は 、

同 条 第 １ 項 の 「 課 税 総 所 得 金 額 」、「 課 税 退 職 所 得 金 額 」 又

は「 課 税山 林 所得 金額 」 とは 、 それ ぞれ 同 法第 3 4 条 の規 定

に よ る 控 除 後 の 前 年 の 総 所 得 金 額 、 退 職 所 得 金 額 又 は 山 林

所得 金 額を い うと 定め て いる 。  

同法 第 3 1 4 条 の ３第 １ 項は 、 市町 村民 税 の所 得 割の 額に つ

い て 、 課 税 総 所 得 金 額 、 課 税 退 職 所 得 金 額 及 び 課 税 山 林 所

得金 額 の合 計 額 に 1 0 0 分の ６ の 標準 税 率に よ って 定め る 率

を 乗 じ て 得 た 金 額 と す る 旨 を 定 め 、 同 条 第 ２ 項 は 、 同 条 第

１ 項 の 「 課 税 総 所 得 金 額 」、「 課 税 退 職 所 得 金 額 」 又 は 「 課

税 山 林 所 得 金 額 」 と は 、 そ れ ぞ れ 前 条 の 規 定 に よ る 控 除 後

の 前 年 の 総 所 得 金 額 、 退 職 所 得 金 額 又 は 山 林 所 得 金 額 を い

うと 定 めて い る。  

都条 例 第 2 4 条 の４ は 、個 人 の都 民税 に つい て 、ま た、 区

条例 第 1 8 条 第 １ 項及 び 第２ 項 は、 特別 区 民税 に つい て、 同

様の 定 めを 置 いて いる 。  

４  調 整控 除  

地方 税 法第 3 7 条第 １ 号は 、 個人 の道 府 県民 税 につ いて 、

課 税 総 所 得 金 額 、 課 税 退 職 所 得 金 額 及 び 課 税 山 林 所 得 金 額

の合 計 額が 2 0 0 万円 以 下で あ る場 合、 同 号イ 及 びロ に掲 げ
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る金 額 のう ち いず れか 少 ない 金 額 の 1 0 0 分の ２ に 相当 す る

金額 を 控除 す る旨 を定 め 、同 法 第 3 1 4 条の ６ 第１ 号は 、 市

町 村 民 税 に つ い て 、 課 税 総 所 得 金 額 、 課 税 退 職 所 得 金 額 及

び課 税 山林 所 得金 額の 合 計額 が 2 0 0 万 円 以下 で あ る場 合 、

同 号 イ 及 び ロ に 掲 げ る 金 額 の う ち い ず れ か 少 な い 金 額 の

1 0 0 分 の ３に 相 当 する 金 額を 控 除す る旨 を 定め て いる 。  

５  配 当控 除  

地 方 税 法 附 則 第 ５ 条 第 １ 項 は 、 個 人 の 道 府 県 民 税 に つ い て 、

所 得 割 の 納 税 義 務 者 の 前 年 の 総 所 得 金 額 の う ち に 、 配 当 所 得

があ る とき は 、当 該配 当 所得 の 金額 の 1 0 0 分の 1 . 2 に 相当

す る 金 額 を 所 得 割 の 額 か ら 控 除 す る 旨 を 定 め 、 同 条 第 ３ 項 は 、

市 町 村 民 税 に つ い て 、 所 得 割 の 納 税 義 務 者 の 前 年 の 総 所 得 金

額 の う ち に 、 配 当 所 得 が あ る と き は 、 当 該 配 当 所 得 の 金 額 の

1 0 0 分 の 1 . 6 に 相当 す る金 額 を所 得割 の 額か ら 控除 する も の

とす る 旨を 定 めて いる 。  

６  配 当割 額 控除  

地 方 税 法 第 3 7 条 の ４ は 、 個 人 の 道 府 県 民 税 の 所 得 割 にお

いて 、 同法 第 3 2 条第 1 3 項に 規 定 する 確 定申 告 書に 記載 し た

特 定 配 当 等 の 額 に つ い て 配 当 割 額 を 課 さ れ た 場 合 に 、 当 該 配

当 割 額 に ５ 分 の ２ を 乗 じ て 得 た 金 額 を 所 得 割 の 額 か ら 控 除 す

る旨 を 定め て いる 。  

同法 第 3 1 4 条 の ９第 １ 項は 、 市町 村民 税 の所 得 割に おい て 、

同法 第 3 1 3 条 第 1 3 項 に 規定 す る 確定 申 告書 に 記載 した 特 定

配 当 等 の 額 に つ い て 配 当 割 額 を 課 さ れ た 場 合 に 、 当 該 配 当 割

額 に ５ 分 の ３ を 乗 じ て 得 た 金 額 を 所 得 割 の 額 か ら 控 除 す る 旨

を定 め てい る 。  
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７  控 除不 足 額の 充当 及 び還 付  

地方 税 法 第 3 1 4 条の ９ 第２ 項 は、 同条 第 １項 の 規定 によ り

控 除 さ れ る べ き 額 で 同 項 の 所 得 割 の 額 か ら 控 除 す る こ と が で

き な か っ た 金 額 が あ る と き は 、 市 町 村 は 、 政 令 で 定 め る と こ

ろ に よ り 、 同 項 の 納 税 義 務 者 に 対 し そ の 控 除 す る こ と が で き

な か っ た 金 額 を 還 付 す る 旨 を 定 め て い る 。 ま た 、 同 条 第 ２ 項

は 、 市 町 村 が 還 付 す る 場 合 、 当 該 納 税 義 務 者 の 同 条 第 １ 項 の

確 定 申 告 書 に 係 る 年 の 末 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 分 の 個 人 の

道 府 県 民 税 、 個 人 の 市 町 村 民 税 若 し く は 森 林 環 境 税 又 は 当 該

納 税 義 務 者 の 未 納 に 係 る 地 方 団 体 の 徴 収 金 若 し く は 森 林 環 境

税及 び 森林 環 境譲 与税 に 関す る 法律 （平 成 3 1 年 法 律第 ３ 号）

第 ２ 条 第 ５ 号 に 規 定 す る 森 林 環 境 税 に 係 る 徴 収 金 （ 以 下 「 市

町村 徴 収金 」 とい う。）が あ ると き は、 地 方税 法 第 1 7 条 の ２

の ２ の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 納 税 義 務 者 は 、 当 該 還 付 を す

べ き 市 町 村 の 長 に 対 し 、 当 該 還 付 を す べ き 金 額 に よ り 市 町 村

徴 収 金 を 納 付 し 、 又 は 納 入 す る こ と を 委 託 し た も の と み な す

旨を 定 めて い る。 また 、 地方 税 法 第 3 1 4 条 の９ 第 ３項 は 、個

人の 道 府県 民 税に つい て 、同 様 の定 めを 置 いて い る。  

地方 税 法施 行 令（ 昭 和 2 5 年 政令 第 2 4 5 号 。以 下 「 施行 令 」

とい う。）第 4 8 条の ９ の３ 第 １項 は、 市 町村 長 は、 地方 税 法

第 3 1 4 条 の ９第 １項 の 納税 義 務者 に同 条 第２ 項 又は 第３ 項 に

規 定 す る 控 除 す る こ と が で き な か っ た 金 額 （ 以 下 「 控 除 不 足

額 」 と い う 。） が あ る 場 合 に は 、 当 該 納 税 義 務 者 の 同 法 第

3 1 4 条 の ９ 第 １ 項 の 確 定 申 告 書 に 係 る 年 の 末 日 の 属 す る 年 度

の 翌 年 度 分 の 個 人 の 道 府 県 民 税 、 個 人 の 市 町 村 民 税 又 は 森 林

環 境 税 の 同 法 第 1 7 条 の ４ に 規 定 す る 賦 課 決 定 後 、 納 税 通 知
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書を 発 する 前 に、 当該 控 除不 足 額の うち 同 法第 3 1 4 条の ９ 第

２ 項 後 段 に 規 定 す る 還 付 を す べ き 金 額 に よ り 当 該 個 人 の 道 府

県 民 税 、 個 人 の 市 町 村 民 税 又 は 森 林 環 境 税 を 納 付 し 、 又 は 納

入す る もの と する 旨を 定 めて い る。  

施行 令 第 4 8 条 の９ の ４第 １ 項は 、控 除 不足 額 のう ち前 条

第 １ 項 及 び 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 納 付 又 は 納 入 を す る こ と が で

き な か っ た 部 分 の 金 額 が あ る と き は 、 当 該 金 額 を 還 付 す る も

のと す る旨 を 定め てい る 。  

８  均 等割 の 税率  

地 方 税 法 第 3 8 条 は 、 個 人 の 道 府 県 民 税 の 均 等 割 の 標 準税

率を 1 , 0 0 0 円 と する 旨 を定 め 、同 法第 3 1 0 条 は、 個人 の 市

町 村 民 税 の 均 等 割 の 標 準 税 率 を 3 , 0 0 0 円 と す る 旨 を 定 め て

いる 。  

都 条 例 第 2 4 条 の ６ は 、 個 人 の 都 民 税 の 均 等 割 の 税 率 を

1 , 0 0 0 円と す る 旨を 定 め、 ま た、 区条 例 第 1 3 条は 、特 別 区

民税 の 均等 割 の税 率を 3 , 0 0 0 円と する 旨 を定 め てい る。  

９  森 林環 境 税  

森 林 環 境 税 及 び 森 林 環 境 譲 与 税 に 関 す る 法 律 第 ５ 条 は 、 森

林環 境 税の 税 率 を 1 , 0 0 0 円 とす る旨 を 定め て いる 。  

1 0  特別 区 民税 及び 都 民税 の 非課 税の 範 囲  

地 方 税 法 附 則 第 ３ 条 の ３ 第 １ 項 は 、 道 府 県 は 、 当 分 の 間 、

道 府 県 民 税 の 所 得 割 を 課 す べ き 者 の う ち 、 そ の 者 の 当 該 年 度

の初 日 の属 す る年 の前 年 の所 得 につ いて 同 法第 3 2 条の 規 定

に よ り 算 定 し た 総 所 得 金 額 、 退 職 所 得 金 額 及 び 山 林 所 得 金 額

の 合 計 額 が 、 3 5 万 円 に そ の 者 の 同 一 生 計 配 偶 者 及 び 扶 養 親

族の 数 に１ を 加え た数 を 乗じ て 得た 金額 に 1 0 万 円 を加 算 し
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た金 額 以下 で ある 者に 対 して は 、同 法第 2 4 条第 １ 項の 規 定

に か か わ ら ず 、 道 府 県 民 税 の 所 得 割 を 課 す る こ と が で き な い

旨 を 定 め て い る 。 ま た 、 地 方 税 法 附 則 第 ３ 条 の ３ 第 ４ 項 は 、

市町 村 民税 に つい て、 同 様の 定 めを 置い て いる 。  

地方 税 法 第 2 9 5 条第 ３ 項は 、 市町 村は 、 この 法 律の 施行 地

に 住 所 を 有 す る 者 で 均 等 割 の み を 課 す べ き も の の う ち 、 前 年

の 合 計 所 得 金 額 が 政 令 で 定 め る 基 準 に 従 い 当 該 市 町 村 の 条 例

で 定 め る 金 額 以 下 で あ る 者 に 対 し て は 、 均 等 割 を 課 す る こ と

がで き ない 旨 を定 めて い る。  

同法 第 2 4 条 の ５ 第３ 項 は、 道 府県 は、 第 2 9 5 条 第 ３項 の

規 定 に よ り 個 人 の 市 町 村 民 税 の 均 等 割 を 課 す る こ と が で き な

い こ と と さ れ る 者 に 対 し て は 、 当 該 均 等 割 と 併 せ て 賦 課 徴 収

す べ き 個 人 の 道 府 県 民 税 の 均 等 割 を 課 す る こ と が で き な い 旨

を定 め てい る 。  

区条 例 第 1 0 条 第２ 項 は、 地 方税 法の 施 行地 に 住所 を有 す

る 者 で 均 等 割 の み を 課 す べ き も の の う ち 、 前 年 の 合 計 所 得 金

額 が 3 5 万 円 に そ の 者 の 同 一 生 計 配 偶 者 及 び 扶 養 親 族 （ 年 齢

1 6 歳 未満 の 者及 び控 除 対象 扶 養親 族に 限 る。 以 下こ の項 に お

いて 同 じ。）の 数 に１ を 加え た 数を 乗じ て 得た 金 額 に 1 0 万 円

を 加 算 し た 金 額 （ そ の 者 が 同 一 生 計 配 偶 者 又 は 扶 養 親 族 を 有

す る 場 合 に は 、 当 該 金 額 に 2 1 万 円 を 加 算 し た 金 額 ） 以 下 で

ある 者 に対 し ては 、均 等 割を 課 さな い旨 を 定め て いる 。  

 


